
７高支課第８６号  

令和７年４月１日  

 

指定重度訪問介護、同行援護、行動援護事業所 

指定特定計画相談支援事業所 

管理者 様 

 

相模原市長 本村 賢太郎  

（公 印 省 略）   

 

相模原市重度障害者等就労支援特別事業の開始について(通知) 

 

 日頃から本市の障がい福祉の発展に、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和７年４月１日より重度訪問介護、同行援護又は行動援護の障害福祉サ

ービスの支給決定を本市から受けている方が民間企業や自営業等で就労する場

合に、通勤や職場等において、重度訪問介護、同行援護及び行動援護と同等の支

援が受けられる重度障害者等就労支援特別事業を開始しました。 

本事業のサービス提供につきましては、重度訪問介護、同行援護又は行動援護

の指定を受けている事業所が、指定を受けている障害福祉サービスと同等の支

援を行うことができます。本事業での事業所の特別な登録等は必要ありません。 

 また、指定特定計画相談支援事業所が、本事業を利用するのに作成が必要とな

る「支援計画書」の作成協力を行うことができます。 

 本事業のサービス提供は、本事業の支給決定を受ける利用者と本事業の契約

を交わすことにより行うことができます。 

本事業の給付費の請求方法等は他の障害福祉サービスとは異なります。 

 詳細につきましては、「重度障害者等就労支援特別事業 利用の手引き」等で

御確認ください。 

 

以 上   

 

健康福祉局地域包括ケア推進部  

  高齢・障害者支援課 障害支援班  
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